
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た入所者又はその

家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が

終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た入所者又はその家

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業

者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とします。 
 

⑵  個人情報の保護について 

① 事業者は、入所者から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、入所者の個人情報を用

いません。また、入所者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で入

所者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、入所者又はその家族に関する個人情報が含

まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）に

ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、入所者の求めに応じ

てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、

追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行

い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うもの

とします。(開示に際して複写料などが必要な場合は入所

者の負担となります。) 
 

 

13 虐待の防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

(1) 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者等の権

利擁護に取り組める環境の整備に努め、虐待防止に関する委員会を設定しています。 

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹

底を図っています。 

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(5) サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

る虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

(6) 成年後見制度の利用を支援します。 

 

14 身体的拘束について 

事業者は、原則として入所者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、入所者に

対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。


